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公園遊具の使用禁止について 

 

日頃より，都市公園行政にご協力をいただき，誠にありがとうございます。 

さて，本市が実施した公園遊具の安全点検の結果，遊具の安全距離が確保できていない，子ども

の頭部がはさまる危険な隙間があるなど，事故につながる可能性がある遊具が複数の公園で確認さ

れたため，使用禁止にしたうえで，撤去などの対応を行っているところです。 

遊具を撤去した公園につきましては，来年度以降，新たな遊具の設置などを実施する予定です。 

なお，新設遊具の種類や設置場所などにつきましては，今後，各自治会のみなさまとの協議のう

え，決定していきたいと考えています。 

利用者のみなさまには，ご迷惑をおかけいたしますが，ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

【安全距離が確保できていないケース】 

 

【危険な隙間があるケース】 

 

 

 


